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和泉市宅地開発地域の良好な居住環境の確保に関する 

条例に基づく申請手続 
 

申請者 

 
 
 
 
０

[協議担当課 ] 
建築基準法･建設リサイクル
法関係(建築･開発指導室 
建築指導担当) 

道路･里水路・交通安全施設関
係(土木維持管理室) 

まちなみ条例・駐車場関係 
(都市政策室） 

下水道関係 
(下水道整備課)   
(お客さまサービス課) 

公園・緑化関係 
(都市整備室公園緑地担当) 

上水道関係 
(水道施設室水運用管理担当)   

公害防止・電波障害関係 
(環境政策室環境保全担当) 

ごみ収集･ごみ置場関係 
(環境政策室生活環境担当) 

教育施設･就学区域関係 
(学校園管理室) 
(学校教育室)  

文化財関係 
(文化遺産活用課) 

農地転用関係 
(農業委員会) 

町会・自治会、集会所関係 
(広報・協働推進室公民協働推
進担当) 
広報配布関係、南部地域移住支
援関係 (広報・協働推進室いず
みアピール担当) 

防犯灯関係 
(危機管理課) 

消 防 本 部 

消防施設関係 
(消防本部警備課） 
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事前協議書提出 

 

関係課協議 

協 議 成 立  

覚 書 締 結  

建築･開発指導室 

正副２部 
※(注１) 

関係課部数提出 

※(注２) 

※（注１） 
事前協議の申請を行った後に、近隣説明を行い、

協議成立までに報告書を提出のこと。なお、次

の事業を行う場合は、開発予定地内に掲示板を

設置しなければならない。 
① 開発面積が500㎡以上の宅地開発を行う場合。 

② 建築基準法第４２条第１項第５号(道路位置

指定)に該当するもの。 

③ 中高層共同住宅の建築を行う場合。 

④ 連続する区域で2年以内に宅地開発を計画し

ている場合。 

⑤ その他市長が必要と認める場合 

※（注２） 

内容により協議担当課が増える場合あり。 

 

（開発指導担当） 

（学校管理室）
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